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  第２章  大 気 汚 染 

１ 概 要 

大気汚染の主な発生源としては、工場・事業場等から排出されるばい煙や粉じんと自動車の排出ガ

スなどがあります。また、大気汚染は広域的な広がりをもつことから、その地域に汚染源がない場合

でも他の地域の影響を受けて汚染されるおそれがあります。したがって、大気汚染の監視や対策を行

っていくうえでは、地域ごとの状況を知るとともに広域的な状況の把握が必要となります。そこで本

市では、大気汚染の状況を把握するため、昭和48年から順次測定を開始し、常時監視測定局として一

般環境測定局を３局（県設置１局）、平成７年４月からは県設置による自動車排出ガス測定局（以下「自

排局」）を１局設置し、各種大気汚染の測定監視を行っています。 

令和６年度の本市の大気汚染の状況は、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質及び一酸化

炭素について環境基準を達成しました。一方、光化学オキシダントについては、光化学スモッグ注意

報等がほぼ毎年発令され、環境基準未達成の状況が続いているため、更なる改善が求められています。 

また、東日本大震災により発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、本市では空間放射

線量の測定を実施しています。 

   

測定局の位置 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準の達成状況 

人の健康を保護する観点から、行政上の目標として二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダン

ト、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、一酸化炭素の６物質について環境基準が定められています。

微小粒子状物質は、平成 21 年（平成 21 年９月環境省告示）に新たに環境基準が設定されたもので

す。 

環境基準による大気汚染の評価方法には、短期的評価と長期的評価があります。二酸化硫黄、浮

遊粒子状物質及び一酸化炭素については短期的評価と長期的評価、二酸化窒素及び微小粒子状物質

については長期的評価、光化学オキシダントについては短期的評価が定められています。また、千

葉県では、二酸化窒素について独自に千葉県環境目標値を設定しています。 

 

① 米本測定局（旧米本南小学校内） 

※令和６年度末をもって廃止 

② 勝田台測定局（勝田台小学校内） 

※令和６年度末をもって廃止 

③ 高津測定局（南高津小学校内） ※ 県設置 

④ 村上自排局（水資源機構内）  ※ 県設置 

① 

② 

④ 

③ 
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環境基準 

物質名 環境上の条件 環境基準による評価方法 

二酸化硫黄 

（ＳＯ2） 

１時間値の１日平均値が

0.04 ppm以下であり、かつ、

１時間値が 0.1 ppm 以下で

あること。 

短期的 

評  価 

１時間値の１日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ、１

時間値が0.1 ppm以下であること。 

長期的 

評  価 

１日平均値の２％除外値が0.04 ppm以下で、かつ、0.04 

ppmを超えた日が２日以上連続しないこと。 

二酸化窒素 

（ＮＯ2） 

１時間値の１日平均値が

0.04 ppm から 0.06 ppm ま

でのゾーン内又はそれ以下

であること。 

長期的 

評  価 

１日平均値の年間98％値が0.06 ppm以下であること。 

※千葉県環境目標値：１日平均値の年間98％値が0.04 ppm

以下であること。 

光化学オキ

シ ダ ン ト       

（Ｏx） 

１時間値が 0.06ppm 以下で

あること。 

短期的 

評  価 
昼間の時間帯の１時間値が0.06 ppm以下であること。 

浮遊粒子状 

物質 

（ＳＰＭ） 

１時間値の１日平均値が

0.10 mg/m3 以下であり、か

つ、１時間値が 0.20 mg/m3

以下であること。 

短期的 

評  価 

１時間値の１日平均値が 0.10 mg/m3 以下であり、かつ、

１時間値が0.20 mg/m3以下であること。 

長期的 

評  価 

１日平均値の２％除外値が 0.10 mg/m3 以下で、かつ、１

日平均値が 0.10 mg/m3 を超えた日が２日以上連続しない

こと。 

微小粒子状 

物質 

（ＰＭ2.5） 

１年平均値が 15 μg/m3 以

下であり、かつ、１日平均

値が 35 μg/m3 以下である

こと。 

長期的 

評  価 

１年平均値が15 μg/m3以下であり、かつ、１日平均値の

年間98％値が35 μg/m3以下であること。 

一酸化炭素 

（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が10 

ppm 以下であり、かつ、１

時間値の８時間平均値が20 

ppm以下であること。 

短期的 

評  価 

１時間値の１日平均値が10 ppm以下であり、かつ、１時

間値の８時間平均値（１日を８時間ごとに３区分した時の

各区分の平均値）が20 ppm以下であること。 

長期的 

評  価 

１日平均値の２％除外値が10 ppm以下で、かつ、１日平

均値が10 ppmを超えた日が２日以上連続しないこと。 

環境基準等の達成状況（令和６年度） 

   項 目 

  

測定局名 

二酸化窒素 光化学オキシダント 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質 一酸化炭素 

長期的 

評 価 

県環境 

目標値 

短期的 

評 価 

短期的 

評 価 

長期的 

評 価 

長期的 

評 価 

短期的 

評 価 

長期的 

評 価 

米  本 － － × － － － － － 

勝 田 台 － － × － － － － － 

高  津 ○ ○ × ○ ○ ○ － － 

村  上 ○ ○ － － － ○ ○ ○ 

（注）１．「〇」印は環境基準の達成、「×」印は未達成、「－」印は未測定を示す。 

２．二酸化硫黄については、平成27年度まで高津測定局（県設置）において測定を実施してい

ましたが、現在測定を休止しています。 

３．村上自排局については、令和３年度より浮遊粒子状物質の測定を休止し、微小粒子状物質

の測定を開始しています。 

備 考 

  ① 短期的評価とは、測定を行った時間又は日についての測定結果を環境基準として定められた１

時間値又は１時間値の１日平均値と比較して評価するもの。 

  ② 長期的評価とは、年間の測定値（年間測定時間が6,000 時間以上のもの、微小粒子状物質につ

いては年間測定日が250日以上のもの）について評価をするもの。 

  ③ ２％除外値とは、１日平均値の高い方から２％の範囲内にある測定値を除外した１日平均値の
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最高値をいう。 

  ④ 年間98％値とは、１日平均値の低い方から98％に相当する値をいう。 

 

測 定 項 目 と 測 定 原 理 

 
項  目 

測 定 局 名 （設置主体） 
測 定 原 理 

 

米 本（市） 勝田台（市） 高 津（県） 村 上（県） 

温 度 ・ 湿 度 ○ ○ ○ ― 白 金 抵 抗 式 

風 向 ・ 風 速 ― ― ○ ○ プ ロ ペ ラ 式 

窒 素 酸 化 物 ― ― ○ ○ 化 学 発 光 方 式 

光化学オキシダント ○ ○ ○ ― 紫 外 線 吸 収 法 

浮 遊 粒 子 状 物 質 ― ― ○ ― β 線 吸 収 法 

微 小 粒 子 状 物 質 ― ― ○ ○ β 線 吸 収 法 

一 酸 化 炭 素 ― ― ― ○ 非分散型赤外分析法 

 

２ 現 状 

(1) 気象 

大気汚染の状況は気象条件によって大きく変動します。令和６年の気象概況は表のとおりです。 

 

月別平均降水量と気温 

 

（「八千代市消防年報」より） 
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静穏 

 R６年度  ２．２％ 

  

静穏 

 R６年度  ４．５％

 

季節別風配図（高津測定局） 

            

    

  

              

 

 

 

 

 

（千葉県ホームページ「ちばの大気環境 １時間値データ」より作図） 

 

 

 

 

 

 

静穏 

 R６年度  ４．１％ 

 

静穏 

 R６年度  １．８％ 
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(2) 硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

硫黄酸化物は、主として工場等で使用される硫黄分を含む燃料の燃焼により発生するもので、

四日市ぜんそくなどの公害病の原因物質であるほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨を発

生させる原因物質にもなります。このうち、二酸化硫黄による大気汚染は、経済の高度成長下に

おける化石燃料の大量消費により急速に拡大したものです。昭和44年２月に環境基準が設定され、

工場等に対する排出規制の強化や脱硫装置の設置、良質燃料への転換などの諸対策の結果、二酸

化硫黄による大気汚染は著しく改善されました。本市では平成27年度まで高津測定局で二酸化硫

黄の測定を行っており、１年平均値の経年変化は、おおむね横ばいの傾向が見られていました。 

令和６年度においては、県内の測定局全局で環境基準を達成しています。 

 

(3) 窒素酸化物（ＮＯｘ） 

一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ２）を主体とする窒素酸化物は、燃焼過程において燃料

中の窒素化合物や空気中の窒素が酸化されて発生します。高温燃焼の過程ではほとんどが一酸化

窒素の形で生成され、これが大気中に排出された後、酸化されて二酸化窒素に変化します。窒素

酸化物は、光化学スモッグを発生させる原因の一つになるばかりでなく、人の肺機能を阻害する

おそれがあるといわれています。主な発生源は工場や事業場のボイラー、自動車のエンジンです

が、家庭のコンロやストーブからの排出も無視できません。 
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窒素酸化物の測定結果（令和６年度） 

測 
 

定 
 

局 
 

名 

有

効

測

定

日

数 

測

定

時

間 

一酸化窒素（ ＮＯ ） 二 酸 化  窒 素  （ ＮＯ２ ） 

１ 

年 

平 

均 

値 

１時間値 

の最高値 

１日平均値

の 

年間98％値 

１

年

平

均

値 

１時間値

の最高値 

１日平均

値が0.06 

ppm超え

た日数 

１日平均値

が0.04 ppm  

以上0.06 

ppm以下の 

日数 

県目標値 長期的評価 

１日平均

値の年間

98％値 

年間98％値 

評価による 

１日平均値が

0.06 ppmを 

超えた日数 

日 時間 ppm ppm ppm ppm ppm 日 日 ppm 日 

高 津 363 8,674 0.001 0.090 0.008 0.008 0.054 ０ ０ 0.022 ０ 

村 上 363 8,670 0.003 0.84 0.016 0.009 0.060 ０ ０ 0.022 ０ 

 

測 

定 

局 

名 

窒素酸化物（ ＮＯ＋ＮＯ２ ） 

有
効
測
定
日
数 

測

定

時

間 

１

年

平

均

値 

１時間値の

最 高 値 

１日平均値の 

年間 98％値 

１年平均値 

ＮＯ２/ (NO+NO２) 

日 時 間 ppm ppm ppm ％ 

高 津 363 8,674 0.009 0.134 0.030 86.2 

村 上 363 8,670 0.012 0.225 0.037 73.5 
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① 一酸化窒素（ＮＯ） 

一酸化窒素の１年平均値の経年変化では、おおむね緩やかな下降傾向が見られます。また、

月別変化では、11月～２月にかけて高くなっています。 

 

一酸化窒素の年度別変化（１年平均値） 

 

一酸化窒素の月別変化（令和６年度月平均値） 

 

② 二酸化窒素（ＮＯ２） 

二酸化窒素は、環境基準のほかに千葉県環境目標値が定められています。適合状況を見ると、

令和６年度は全ての測定局において環境基準及び千葉県環境目標値を達成しました。二酸化窒

素の１年平均値の経年変化は、緩やかな下降から横ばいの傾向が見られます。月別変化につい

ては、11月～２月にかけて高くなっています。11月～１月の期間は窒素酸化物の冬季対策を実

施し、削減に努めています。 

 



- 21 - 

 

 

二酸化窒素の年度別変化（１年平均値） 

 
  

二酸化窒素の月別変化（令和６年度月平均値） 

 

 

(4) 光化学オキシダント（ＯＸ） 

光化学オキシダントとは、窒素酸化物や炭化水素等が太陽光線（紫外線）により光化学反応を

起こすことで生成される二次汚染物質であり、光化学スモッグの原因になります。光化学オキシ

ダントは、夏期を中心に比較的気温の高い春から秋にかけ、日ざしが強く、風が弱い等の気象条

件で高濃度になる傾向があります。 

目がチカチカする、喉がいがらっぽい、息苦しいなど人の健康に悪影響を及ぼすほか、農作物

などへの影響も見られます。 

 

 

 



- 22 - 

 

 

① 光化学オキシダントの測定結果(令和６年度) 

注）昼間とは、５時から20時までの時間帯（１時間値は６時から20時まで得られるもの）をいう。 

 

光化学オキシダントの昼間の１時間値の年度別変化（１年平均値） 

 

※ 昼間の１時間値の年平均値の経年変化は、概ね横ばいの傾向が見られます。 

 

光化学オキシダントの年度別変化（昼間の１時間値が0.06 ppmを超えた日数・時間） 

測定局名 年 度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

高 津 
日 100 63 72 64 59 62 64 44 55 75 

時 間 502 282 354 330 263 257 286 197 228 368 

米 本 
日 72 62 73 69 73 59 46 47 54 52 

時 間 327 279 291 378 338 260 148 236 227 220 

勝田台 
日 31 57 91 73 63 72 66 55 68 63 

時 間 88 260 485 386 304 343 326 291 310 323 

※ 昼間の１時間値が0.06 ppmを超えた日数・時間を見ると、安定しない傾向にあります。 

 

 

 

 

測

定

局

名 

昼間測定 

日  数 

昼間測定 

時  間 

昼間の 

１時間値の

１年平均値 

昼間の１時間 

値の最高値 

昼間の日最高 

１時間値の 

１年平均値 

短期的評価 
昼間の１時間値が

0.12 ppm以上の 

日数と時間数 

昼間の１時間値が 

0.06 ppmを超えた 

日数と時間数 

日 時 間 ppm ppm ppm 日 時 間 日 時 間 

高 津 365 5,467 0.036 0.128 0.050 75 368 ２ ２ 

米 本 248 3706 0.033 0.120 0.046 52 220 １ １ 

勝田台 183 2723 0.041 0.148 0.059 63 323 ３ ３ 
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光化学オキシダントの月別変化（昼間の１時間値の令和６年度月平均値） 

 

  

光化学オキシダントの月別変化（昼間の１時間値の令和６年度月最高値） 

 

 

光化学オキシダントの月別変化の月平均値は、４～６月の春季に高い値となっています。 

また、月最高値は春から高くなり始め、例年７～８月が高い値となります。 
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② 光化学スモッグ注意報等発令状況 

年度別光化学スモッグ注意報等発令回数及び被害者数（葛南地域） 

年   度 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ 

予  報 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

注 意 報 ９ ０ ４ １ ４ １ ３ ４ ４ ５ 

警  報 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

被害者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

注１）被害者数は、八千代市民のみの人数。 

注２）葛南地域とは、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市の６市をいう。 

 

(5) 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒径10ミクロン以下のものをいいます。発生源としては、

工場・事業場の産業活動や自動車等の交通機関の運行等のほか、土壌の舞い上がりや火山活動等

の自然現象など、極めて多様となっています。これらは大気中における沈降速度が小さく、滞留

時間が長いため、気道又は肺胞に付着して気管支炎等の呼吸器系障害を引き起こすといわれてい

ます。 

浮遊粒子状物質の測定結果(令和６年度) 

測 
 

定 
 

局 
 

名 

有

効

測

定

日

数 

測

定

時

間 
１

年

平

均

値 

１時間値

の最高値 

短期的評価 

 
長期的評価 

１時間値が

0.20 ㎎/ｍ3

を超えた 

時間数 

１日平均値が

0.10 ㎎/ｍ3

を超えた日数 

１日平均 

値の２％ 

除外値 

１日平均値が

0.10㎎/ｍ3を 

超えた日が２日

以上連続した 

ことの有無 

日 時間 ㎎／ｍ3 ㎎／ｍ3 時間 日 ㎎／ｍ3 有×無○ 

高 津 362 8,706 0.013 0.088 ０ ０ 0.032 ○ 

※米本測定局は令和元年度、村上測定局は令和３年度より測定を休止しています。 
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浮遊粒子状物質の年度別変化（１年平均値） 

 

自動車NOx・PM法（平成14年 10月）や千葉県ディーゼル条例（平成15年 10月）等の施行後、

１年平均値は米本測定局を除き緩やかな下降傾向にあり、対策の効果が見られます。 

米本測定局は機器の老朽化に伴い、令和元年度より測定を休止しています。 

また、村上自排局は令和３年度より測定を休止しています。 

 

浮遊粒子状物質の月別変化（令和６年度月平均値） 
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(6) 微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

微小粒子状物質（PM2.5）とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5μm(0.0025mm)

以下の微細な粒子で、肺の奥深くまで入りこみやすいことから、呼吸器系や循環器系への健康影

響が懸念されている物質です。発生源としては、ボイラーや焼却炉、自動車等人為起源のものと、

土壌、火山等の自然起源のものがあります。また、粒子状物質は、物の燃焼などによって直接排

出されるものと、硫黄酸化物や窒素酸化物、揮発性有機化合物等の大気汚染物質が、主として環

境大気中での化学反応により粒子化したものがあります。 

平成 21 年に新たに環境基準が設定され、千葉県や大気汚染防止法の政令市（千葉市、市川市、

船橋市、松戸市、柏市、市原市）においては平成23年度から常時測定しています。当初環境基準

の達成率は低かったものの、令和２年度以降、一般局、自排局ともに達成率100%と改善傾向が見

られます。 

本市では平成26年度より高津測定局で測定を開始しています。また、令和３年度より村上自排

局でも測定を開始しています。 

微小粒子状物質の測定結果(令和６年度) 

測 

定 

局 

名 

有
効
測
定
日
数 

測

定

時

間 
１日平均値が

35 ㎍/ｍ3を

超えた日数 

短期的評価 長期的評価 

１日平均値の 

年間98%値 
１年平均値 

日 時間 日 ㎍／ｍ3 ㎍／ｍ3 

高 津 362 8,694 ０ 20.3 8.2 

村 上 362 8,696 ０ 20.6 8.6 

 

微小粒子状物質の年度別変化（１年平均値） 
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微小粒子状物質の月別変化（令和６年度月平均値） 

 

(7) 一酸化炭素（ＣＯ） 

一酸化炭素は、燃料中の炭素又は炭素化合物が不完全燃焼することにより発生する無色・無臭

の有毒ガスで、その大部分は自動車排出ガスより発生します。そのため、交通量の多い道路や交

差点の近くでは濃度が高くなる傾向があります。また、体内に吸収されると血液中の血色素であ

るヘモグロビンと結びつき、酸素運搬力を弱め、中枢神経をマヒさせたり、貧血症を起こさせた

りします。平成７年４月に測定を開始して以降継続して環境基準を達成しています。１年平均値

の経年変化は横ばいであり、良好な状況にあります。 

 

一酸化炭素の測定結果(村上自排局) 

年

度 

有

効

測

定

日

数 

測

定

時

間 

１

年

平

均

値 

１時間値

の最高値 

短期的評価 長期的評価 

８時間平均値

が20 ppmを 

超えた回数 

１日平均値

が10 ppmを 

超えた日数 

１日平均

値の２％

除外値 

１日平均値が

10 ppmを 

超えた日が 

２日以上連続

したことの 

有無 

日 時間 ppm ppm 回 日 ppm 有×無○ 

R４ 363 8,682 0.3 2.6 ０ ０ 0.5 ○ 

R５ 348 8,358 0.3 1.9 ０ ０ 0.5 ○ 

R６ 365 8,699 0.3 1.5 ０ ０ 0.5 ○ 

 

(８) ダイオキシン類 

ダイオキシン類の主な発生源はごみの焼却などによるものですが、その他にたばこの煙、自

動車排出ガスなどの様々な発生源があります。どれも工業的に製造する物質ではなく、物の焼

却の過程などで生成してしまう物質です。そのため、環境中には極微量で広く存在しています

が、水に溶けにくく、他の物質にも簡単に反応しないため長時間残留し、大気中の粒子などに
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くっつき、地上に落ちてきて土壌や水を汚染し、様々な経路で長い年月の間にプランクトンや

魚介類の食物連鎖を通して取り込まれ、最終的には人の体内の脂肪組織に蓄積されます。 

ダイオキシン類の発生を抑えるために日常生活で気をつけなければならないことは、ダイオ

キシン類が物の燃焼過程で発生することから、ごみの量を減らすことです。このため、私達一

人ひとりが使い捨てをせず、物を大切にし、焼却するごみの量を減らすよう努力していく必要

があります。また、自宅等での燃焼行為を自粛していただくことも大切です。 

ダイオキシン類を減らすための取組として、主な発生源である廃棄物焼却炉に関して、廃棄

物処理法の改正により平成14年12月１日から小型焼却炉についても法律で定める構造の焼却

炉（800℃以上でごみを燃焼でき、温度計や助燃装置等を備えた構造の焼却炉）を除いて使用

が禁止されました。このことから、市では法令の周知と遵守の指導を行っています。  

今後も、廃棄物処理法により原則禁止されている野外焼却や法令に適用しない小型焼却炉の

使用の禁止について指導を行っていきます。 

また、市ではダイオキシン類の環境中の濃度を把握するため、平成10年度から大気と土壌

の調査を行っています。また、平成12年度からは「千葉県ダイオキシン類常時監視計画」に沿

って調査を行っています。 

 

   令和６年度ダイオキシン類測定結果 

大 気                                        (単位:pg-TEQ/m3) 

     調査期間 

 

調査地点 

夏 

R６.７.11～18 

冬 

R７.１.８～15 
年平均値 

環境基準 

(年平均値) 

米本地区 

旧米本南小学校 
0.024 0.095 0.060 

0.6 

勝田台地区 

勝田台小学校 
0.045 0.25 0.148 

高津地区 

南高津小学校 
0.016 0.037 0.027 

村上地区 

村上東中学校 
0.041 0.069 0.055 

※土壌のダイオキシン類測定結果については 84ページに記載。 

 

大気中のダイオキシン類濃度(年平均値)の経年変化 

年    度 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ 

大気を測定し

ている市内４

地点の平均値  

(pg-TEQ/m3) 

0.053 0.072 0.034 0.051 0.039 0.035 0.024 0.034 0.025 0.073 
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３ 対 策 

(1) 法令等による規制 

大気を汚さないためには、工場・事業場や自動車等から排出される汚染物質の量をできるだけ

少なくすることが必要です。そのため、大気汚染防止法等によって工場等からの汚染物質の排出

を規制しています。 

   ① ばい煙 

ばい煙とは、硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物や塩化水素などの有害物質のことをいいま

す。大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設は、施設ごとに排出基準が定められ規制されてい

ます。 

   ② 粉じん 

粉じん発生施設については、大気汚染防止法の一部改正（平成元年 12 月施行）により一般

粉じん発生施設と特定粉じん（アスベスト）発生施設に区別されました。現在、市内には特定

粉じん発生施設の届出はありません。 

一般粉じんについては、物の粉砕、選別等に伴って発生するため、大気汚染防止法で施設

の構造等に係る基準が定められています。特定粉じんについては、特定粉じん発生施設や建築

物及び工作物の解体等の特定粉じん排出作業によるアスベストの飛散を防止するため、大気汚

染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則で届出や規制基準（大気汚染防止法：特定粉

じん発生施設敷地境界で10本/ﾘｯﾄﾙ以下）、作業基準が定められています。 

   ③ ＶＯＣ（揮発性有機化合物） 

    ＶＯＣは、大気中の浮遊粒子状物質や光化学オキシダント生成の原因物質であるといわれて

います。 

    このＶＯＣの排出を規制するため、大気汚染防止法の一部改正（平成 16 年５月施行）によ

り平成 18 年４月１日から塗装、印刷、工業製品の洗浄施設等のＶＯＣ発生施設を設置する事

業場に対し、ＶＯＣの排出規制が行われています。 

    また、この改正に伴い、千葉県では事業者の自主的な取組によるＶＯＣの排出抑制を促進す

るための条例「揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例（Ｖ

ＯＣ条例）」を平成20年４月１日に施行しました。 

   ④ 八千代市公害防止条例に基づく届出 

    八千代市公害防止条例では、ばい煙、粉じんを発生する施設及び作業を、「特定施設」及び

「特定作業」と定めるとともに、当該施設等の届出を義務付けています。 

令和６年度における新規の届出はありませんでした。 

 

(2) 発生源の監視 

事業活動に伴って発生する公害を防止するため、事業場と市の間において「公害防止協定」又

は「環境保全協定」を結んでいます。大気汚染防止の点では、燃料・燃焼方法の改善、立入調査、

違反時の措置等を取り決めています。また、県、市及び市内ガラス工場の３者で「窒素酸化物対

策に関する覚書」を結んでいます。この中では、窒素酸化物に係る１時間当たりの排出量の遵守、

年間計画書の提出、施設変更等の事前協議等を取り決め、窒素酸化物の排出抑制を行っています。
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また、窒素酸化物等の総排出量の測定などを求めています。 

 

(3) 環境の監視 

大気汚染の測定は、市民の健康の保護及び生活環境を保全するうえで必要な水準の維持並びに

各種の規制効果の確認を目的として行うものです。 

本市においては、昭和48年に市役所の屋上に県の測定局を設置（現在廃止）して以来、一般

大気環境の常時監視を高津測定局（県設置）、米本測定局（昭和 63 年３月設置）及び勝田台測

定局（平成４年３月設置）で行っていました。しかしながら、米本測定局及び勝田台測定局は

令和６年度末をもって廃止し、現在は高津測定局において監視を継続しています。また、国道

296 号沿いには千葉県により自動車排出ガスの測定を目的に村上測定局が設置され、平成７年

12月から測定が開始されています。 

 

(4) 緊急時の対策 

緊急時とは、気象条件等の悪化から光化学スモッグ、その他著しい大気汚染が発生し、人の

健康又は生活環境に係る被害の生ずるおそれがある場合をいいます。 

千葉県では、「千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱」に基づき、オキシダント（４月～10 月）

の濃度等に応じて、注意報等を発令し、緊急時協力工場への燃料の削減要請等を行っています。 

本市においても、千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱に基づき、「大気汚染の緊急時連絡体制」

を策定し、光化学スモッグ注意報等の発令時の連絡体制を整備し、防災行政用無線や環境情報メ

ール等により市民への周知に努めています。 
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光化学スモッグに係る緊急時の措置 

発 令 発 令 基 準 措   置 

予  報 
気象条件等を検討し、オキシダントによる大気汚染の状況

が悪化すると判断される時、当日の11時までに発令 

緊急時協力工場等に対し燃料使用量等の

20％削減要請、自動車等運行の自主規制 

注 意 報 
オキシダントによる大気汚染の状況が悪化し、0.12 ppm

以上になり気象条件から状態が継続すると判断される時 

緊急時協力工場等に対し燃料使用量等の

20％削減勧告、自動車等運行の自主規制 

警  報 
状態がさらに悪化、0.24 ppm 以上になり気象条件から状

態が継続すると判断される時 

緊急時協力工場等に対し燃料使用量等の

40％削減勧告、自動車等運行の自主規制 

重  大 

緊 急 報 

状態がさらに悪化、0.40 ppm 以上になり気象条件から状

態が継続すると判断される時 

緊急時協力工場等に対し燃料使用量等の

40％削減命令、千葉県公安委員会に対し道

路交通の規制要請 

 

緊急時協力工場（令和７年４月１日現在） 

事  業  場 ばい煙 ＶＯＣ 

東 洋 佐 々 木 ガ ラ ス ㈱ 千 葉 工 場 ○  

東邦シートフレーム㈱八千代事業所 ○ ○ 

八 千 代 市 清 掃 セ ン タ ー ○  

㈱ Ｔ Ｏ Ａ シ ブ ル ○  

㈱ ホ リ キ リ ○  

㈱ 日 商 グ ラ ビ ア  ○ 

信 和 産 業 ㈱  ○ 

 

【 健康被害の症状 】   

光化学スモッグ被害の一般的な症状は「目のチカチカ」、「息ぎれ」、「のどの痛み」、「頭痛」等

です。多くの場合は一時的ですぐ治りますが、時として救急車で病院に運ばれるような重い症状

もあります。 

・軽い症状の場合は、洗眼、うがいなどの応急手当てをし、涼しい部屋で安静にする。 

・重い症状の場合は、できるだけ早く医師の手当てを受ける。 

・学校の場合は、できるだけ学校医の指示を受ける。 

・光化学スモッグによる健康被害が発生した場合には、市へ通報する。 

 

(5) 微小粒子状物質に係る注意喚起 

千葉県では、平成 25 年３月 12 日から１日平均値が 70μg/m3を超えると予測される場合には、

その日の PM2.5 の値に注意するよう情報提供しています。本市においては、千葉県からPM2.5 の

注意喚起に関する情報が提供された場合、防災行政用無線等を通じ、市民へ注意を促しています。 
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【注意喚起を行う判断基準及び時刻】   

当日の５時から７時までの測定値による注意喚起は９時頃を目途に、当日の５時から12時まで

の測定値による注意喚起は13時頃を目途に、千葉県からの情報提供を受けて行っています。また、

注意喚起を実施した場合、16 時 45 分までに県北部・中央地域内の全ての一般環境大気測定局に

おいて、PM2.5の濃度が２時間連続して50μg／m3を下回った場合に、濃度が改善された旨の広報

を行います。 

 

【 注意喚起が行われた場合 】   

その日の体調に合わせ、必要に応じ、以下の対応を取ることを勧めています。 

○ 高感受性の人（呼吸器系や循環器系の疾患のある人、小児、高齢者）は、より慎重な行

動を取る。 

○ 屋外での長時間の激しい運動や不要・不急の外出を控える。 

○ 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にする。 

○ 外出時には医療用や産業用の高性能な防じんマスクを着用する。 

○ 千葉県ホームページでPM2.5の速報値をこまめに確認する。 

 

(6) 大気汚染防止のための冬季対策 

12月を中心とした冬季には、風がなく地表付近の温度が上空の温度より低い状態が生じること

があります｡このような状態が生じると、大気は拡散されにくくなり、大気汚染物質は地表付近に

留まり窒素酸化物の濃度も高くなりがちです。 

このため、千葉県では昭和 63 年度、本市においては平成３年度から 11 月～１月の期間、冬季

対策として様々な対策を呼びかけています。この対策は、自動車の使用を抑えるなど市民や工場・

事業場、市、県が一体となって取り組む必要があることから、広く協力をお願いしています。 

   ＜工場・事業場での対策＞        ＜工場・家庭などでの対策＞ 

    １．ばい煙発生施設の適正管理      １．自動車の使用抑制 

    ２．燃料使用量の削減          ２．エコドライブの実施 

                        ３．低い暖房温度の設定 

                        ４．自然エネルギーの活用 

 

(7) ディーゼル自動車等の排出ガス対策 

千葉県内の沿道地域では、窒素酸化物や粒子状物質による大気汚染は依然として深刻な状況で

す。特にディーゼル自動車から排出される粒子状物質は、発ガン性や気管支喘息など人の健康へ

の影響が懸念されています。 

そこで、千葉県では、ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の低減を図るための運行規

制と燃料規制を柱とした「千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関

する条例」（千葉県ディーゼル条例）を制定するとともに、自動車を使用する事業者への指導、低

公害車導入義務づけ等の施策と措置の充実・強化を図るため「千葉県環境保全条例」を平成14年

３月26日に改正しました。 
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そして、ディーゼル条例の燃料規制と改正後の千葉県環境保全条例の規定が平成15年４月１日

から施行されるとともに、ディーゼル条例の運行規制の規定が平成 15 年 10 月１日から施行され

ています。 

また、本市においても、収容能力20台以上又は面積500 ｍ２以上の駐車場設置者及び管理者に

対し、アイドリング・ストップの看板設置による駐車場の利用者への周知をお願いするなど、千

葉県環境保全条例の推進に努めています。 

 

４ 空間放射線量測定 

(1) 概要 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災により東京電力福島第一原子力発電所において事

故が発生し、放射性物質が飛散しました。この福島第一原子力発電所から飛散した放射性物質は、

風雨等によって関東近郊にも及んだものと考えられています。 

本市においては、同年７月から継続して市内の空間放射線量測定を実施しています。 

また、平成24年３月５日から市民や事業者等への測定機器の貸出も行っています。 

 

(2) 令和６年度 空間放射線量測定結果（令和６年６月） 

・定点測定 

保育園、幼稚園、小・中学校、公園等から１施設ずつを選定した 21 施設に市役所を加えた

22施設において、空間放射線量測定を実施しました。１施設につき、５地点測定しています。 
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定点測定の結果（５地点の平均値） 

 

  【 睦地区 】（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）          【 阿蘇地区 】（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時） 

施 設 名 
６月  

施 設 名 
６月 

1.0ｍ 0.5ｍ  1.0ｍ 0.5ｍ 

睦北保育園 0.05 0.05  米本南保育園 0.04 0.05 

睦中学校 0.06 0.06  旧米本南小学校 0.06 0.05 

むつみ台児童公園 0.05 0.05  もえぎ野公園 0.07 0.07 

 

  【 大和田地区 】(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時)         【 高津・緑が丘地区 】(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

施 設 名 
６月  

施 設 名 
６月 

1.0ｍ 0.5ｍ  1.0ｍ 0.5ｍ 

ゆりのき台保育園 0.05 0.05  緑が丘はぐみの杜 

保育園 
0.05 0.05 

萱田南小学校 0.09 0.10  

飯綱近隣公園 0.06 0.06  東高津中学校 0.07 0.08 

八千代市役所 0.06 0.07  高津運動公園 0.06 0.06 

 

【 村上地区 】(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時)                     【 八千代台地区 】(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

施 設 名 
６月  

施 設 名 
６月 

1.0ｍ 0.5ｍ  1.0ｍ 0.5ｍ 

村上北保育園 0.06 0.05  
ChaCha Children 

Yachiyo 
0.07 0.08 

村上北小学校 0.05 0.05  八千代中学校 0.06 0.06 

村上中央公園 0.05 0.06  八千代台近隣公園 0.06 0.05 

 

【 勝田台地区 】(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

施 設 名 
６月 

1.0ｍ 0.5ｍ 

勝田台南小学校 

（旧しろばら幼稚園） 
0.04 0.05 

勝田台中学校 0.08 0.09 

梵天塚公園 0.06 0.05 
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(3) 空間放射線量計の貸出 

平成24年３月５日から市民、事業者、市内に土地や建物を有する個人・事業者に対し、シンチ

レーション式放射線量計の貸出しを行っています。 

 

放射線量計の貸出件数 

 

年度 件数 年度 件数 年度 件数 

H29 19件 R２ １件 R５ ５件 

H30 10件 R３ ５件 R６ ３件 

R１ ２件 R４ ２件 
  

 

５ 八千代市第３次環境保全計画の進捗状況                                                                                                                             

 

  八千代市第３次環境保全計画の進捗状況 

環 境 指 標 
基準年度値 現 状 値 中間目標値 

2019年度 2024年度 2025年度 

一般大気環境基準達成率 

（光化学オキシダント除く） 
100％ 100％ 100％ 

光化学オキシダントの環境基準の時間達成率 94.4% 92.3% 95% 

 


